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１【提出理由】

　2026年６月25日開催の当社第78回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の

５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも

のであります。

 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2026年６月25日

 

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金60円

総額127,946,040円

 

第２号議案　定款一部変更の件

(1) 当社は、取締役会において議決権を有する監査等委員である取締役を選任し、かつ委員の過半数

が社外取締役で構成される監査等委員会を設置することにより、取締役会の監督機能の実効性の

さらなる向上を図ること及び監査等委員会と内部監査部門の連携の促進等を通じて監査体制の強

化を図ること、並びに取締役会の業務執行決定権限を取締役に委任することにより、取締役会の

適切な監督の下、経営の意思決定及び業務執行の迅速化を可能とすること等を目的として、現行

の「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」に移行することといたしました。これに

伴い、監査等委員会及び監査等委員に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定

の削除等、所要の変更を行うものであります。

(2) 機動的な株主還元を実現するため、剰余金の配当等の決定を、従来の株主総会の決議に加え取締

役会の決議によっても行うことを可能とするための規定を新設し、本変更に伴い、現行定款第７

条を削除するとともに、現行定款第38条に変更を加えるものです。

(3) その他、上記各変更に伴い、条数の整備等の所要の変更を行うものであります。

 

第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、丸尾治男、深津秀郎、森下俊哉、松田浩之

及び笠原英充を選任するものであります。

 

第４号議案　監査等委員である取締役４名選任の件

監査等委員である取締役として、谷井通宏、増田博明、石井隆明及び山本聡を選任するものでありま

す。

 

第５号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、久保眞治を選任するものであります。

 

第６号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額として、年額２億円以内（うち社外取締役分は

年額3,000万円以内）と定めるものであります。

 

第７号議案　監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件

監査等委員である取締役の報酬額として、年額3,000万円以内と定めるものであります。

 

第８号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）を対象とした譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬

枠について、年額6,000万円以内（うち社外取締役分は年額150万円以内）として設定し、また、対象

取締役に対して割り当てる譲渡制限付株式の総数は、各事業年度において24,000株（うち社外取締役

分600株）を上限として設定するものであります。

 

第９号議案　監査等委員である取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

EDINET提出書類

丸尾カルシウム株式会社(E00791)

臨時報告書

2/3



当社の監査等委員である取締役を対象とした譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬枠について、年額

500万円以内として設定し、また、監査等委員である取締役に対して割り当てる譲渡制限付株式の総

数は、各事業年度において2,000株を上限として設定するものであります。

 

 

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び

に当該決議の結果

決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
決議の結果及び
賛成割合（％）

第１号議案 16,062 19 - （注）１ 可決（95.48％）

第２号議案 16,060 21 - （注）２ 可決（95.47％）

第３号議案    （注）３  

丸尾治男 16,038 43 -  可決（95.34％）

深津秀郎 16,040 41 -  可決（95.35％）

森下俊哉 16,039 42 -  可決（95.35％）

松田浩之 16,039 42 -  可決（95.35％）

笠原英充 16,045 36 -  可決（95.38％）

第４号議案    （注）３  

谷井通宏 16,045 35 -  可決（95.38％）

増田博明 16,042 38 -  可決（95.36％）

石井隆明 16,043 37 -  可決（95.37％）

山本　聡 16,042 38 -  可決（95.36％）

第５号議案    （注）３  

久保眞治 16,028 53 -  可決（95.28％）

第６号議案 16,030 51 - （注）１ 可決（95.29％）

第７号議案 16,033 48 - （注）１ 可決（95.31％）

第８号議案 16,031 50 - （注）１ 可決（95.30％）

第９号議案 16,032 49 - （注）１ 可決（95.30％）

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席、及び出席した当該株主の

議決権の３分の２以上の賛成であります。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席、及び出席した当該株主の

議決権の過半数の賛成であります。

 

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計

により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の

株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

 

以　上
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